
第２回有識者会議でのヒアリングを踏まえた 

厚生労働省からの補足説明 

  

Ｑ１．社会福祉法人において、評議員会の年間の開催回数は義務付けられてい

るか。また、評議員会への出席は義務付けられているか。 

補足説明１： 評議員会の運営については、社会福祉法第 45条の９第 1項にお

いて、「定時評議員会は、毎会計年度の終了後一定の時期に招集しなければなら

ない。」こととされており、最低、年１回は開催する義務をおっている。 

また、社会福祉法第 45条の９第６項において、「評議員会の決議は、議決に加

わることができる評議員の過半数（これを上回る割合を定款で定めた場合にあ

っては、その割合以上）が出席し、その過半数（これを上回る割合を定款で定め

た場合にあっては、その割合以上）をもって行う。」こととしており、評議員会

において、決議を行うためには、議決に加わることができる評議員の出席が求め

られている。 

 

Ｑ２．社会福祉法人において、評議員と理事等の兼職は可能か。 

補足説明２： 社会福祉法第 40条（評議員の資格等）第２項において、「評議員

は、役員（理事・監事）又は当該社会福祉法人の職員を兼ねることができない。」

と規定している。 

 

Ｑ３．社会福祉法人において、評議員の開催日程と理事会の同日開催は可能

か。 

補足説明３： 社会福祉法第 45条の９第 10項（一般法人法 181条、182条の読

み替え規定）により、評議員会を招集する場合には、理事会の決議によって、評

議員会の招集（日時等）を決定した上、評議員会の日の１週間（これを下回る期

間を定款で定めた場合にあっては、その期間）前までに評議員に対して、書面で

その通知を発しなければならず、原則として理事会と評議員会は別日で開催す

ることとしている。 

ただし、評議員会と理事会のいずれも評議員や理事及び監事の全員の同意が

ある場合は、招集手続の省略が可能であり（社会福祉法第 45条の９第 10項、第

45 条の 14 第９項（一般法人法 183 条、94 条の読み替え規定））、招集の手続を

省略することによって、同日開催とすることは可能となっている。 

 

Ｑ４．社会福祉法人において、役員等の理事会や評議員会への代理出席は可能

か。また、その内容は法人等へ周知されているか。 

補足説明４： 法人役員等にはその個人的な能力や資質に着目し、法人運営等を

委任されている者であることから（社会福祉法第 38 条）、自ら理事会や評議員

会へ出席することが求められており、代理出席は認められていない。 

当該内容については、社会福祉法人制度改革に関する制度説明会の際に都道

府県等の所轄庁を通じて法人に対しても周知しており、当該説明資料について

は厚生労働省ホームページにおいても掲載している。 
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